
 

 

評価書（個票） 

事務・事業名 給水装置工事主任技術者の 
試験事務 
 

担当課 
  （担当課長） 

医薬・生活衛生局生活衛
生・食品安全部水道課 
（水道課長 宮崎正信） 

根拠法令等 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条
の１２ 
 

類 型 試験（資格付与） 

指定等

の形態 

指定 

事務・事業の 
概要 

○事務・事業創設時の趣旨 
国の規制緩和の方針に沿って平成８年に水道法の一部が改正され、従来水道事

業業者ごとに決められていた給水装置工事事業者の指定要件が全国統一的なもの
に明確化された。これに伴い、給水装置工事の施行技術者の国家資格が設けられ、
厚生労働大臣が指定する者に給水装置工事主任技術者試験の実施に関する事務を
行わせることができるようになり、平成９年５月２日に財団法人給水工事技術振

興財団を指定した。 
 

○事務・事業の内容 
給水装置工事に関して３年以上の実務の経験を有する者を対象に、給水装置工

事主任技術者として必要な知識及び技能について行う試験の実施に関する事務 
 

事務・事業の 

目的 

水道事業者の配水管から分岐し、給水管を通って蛇口に至るまでの給水装置工

事を施行する主任技術者として必要な知識や技能を有しているか、試験を行う。 
 

 関連する 
政策目標 

 
－ 
 

 関連する 
業績指標 

－ 

 指標の 
目標値等 

－ 

法人の指定等 
の状況 

 
別紙のとおり 

指定・登録等の

基準に対する 
よくあるお問い
合わせと回答 

 

特になし 

料金等・積算根
拠 

別紙のとおり 

事務・事業の実
績 

○実績（平成２６年度） 
受験者数 １３，３１３名 

 
○事業収入（平成２６年度） 
受験手数料収入 ２５８,８８８千円 

 

 

国からの補助金
等 

なし 
 



 

 

 

事務・事業の見
直し状況（これ

までの検証） 

●事業の効率化 
 平成２２年９月 30日、厚生労働省出身の専務理事の退任に伴い、常勤役員であ

る専務理事を公募し、10 月１日厚生労働省出身以外の専務理事が就任した。 
 
●受験者の負担軽減 
 平成２３年度から受験申請書類を有料頒布方式から、財団のホームページより

ダウンロードすることにより入手出来る方法に変更した。また、平成２４年度か
らは前年度からの連続受験者については、実務従事証明書を省略出来るようにし
ている。平成２５年からは受験願書の一部電子入力化を導入し、受験者の負担軽
減に努めている。 

 
●職員の削減 
受験申請書類の審査事務を軽減し、平成２３年度から職員１名を減員した。 

 

●役員・評議員の人数 
 平成２４年に「財団法人」から「公益財団法人」への移行に伴い、役員（理事、
監事）および評議員を２名減員した。 
 

事務・事業の必

要性等・有効性 

 水道利用者に最も近い給水装置工事の不良や不適正な工事は、漏水事故を引き

起こすばかりでなく、利用者の健康問題に直結する事態を招きかねない。このた
め、給水装置工事を実施する者には一定以上の技術力が不可欠であり、水道法で
は、それを担保するために工事実施の統括責任者である主任技術者に国家資格を
有する者を充てなければならないこととしている。 

この法制度は、かつて各市町村の水道事業者がそれぞれ独自に給水装置工事の
監督者の資格を付与していたものを、規制緩和の観点から国の制度として一元化
したものであり、この事業を廃止することは適切な給水装置工事が確保できなく
なるとともに、従来の各市町村の水道事業の独自の資格制度に戻ってしまい、大

きな混乱をもたらすことにつながる。 
事務・事業の執

行体制の妥当性 

○指定等を行う妥当性 

試験事務は、専門家による委員会を設置して行う試験問題の作成、試験会場の
確保、受験願書の受付、採点、合格発表等、多岐に亘っている。また、試験は、
約１万５千人の受験者の利便性を考慮して、毎年全国９～１３会場において一斉
に開催されており、国が現体制で直接実施するのは困難である。 

また、試験事務は公正性が担保され、経理的及び技術的な基礎を有する公益法人
において事業を行う必要がある。 
 
○事務・事業実施主体の適格性 

当該試験事務は、試験の公平性を担保する観点から、一に限って試験事務を行
う法人を指定する必要があり、登録制度に移行し、複数の法人が事務を行うこと
は公平性の観点のみならず効率性、効果性の観点からも問題がある。 
現在指定している給水工事技術振興財団は、水道事業体の全国組織である日本

水道協会と、管工事事業者の全国組織である全国管工事業協同組合連合会が共同
出資して設立された公益法人である。また、給水装置工事に関する知識・技能に
精通した職員を擁しており、専門性や支援体制に鑑みて指定機関として相応しい。 

評価結果の総括 
（現状分析（事
務・事業の評価）
と今後の方向

性） 
 

 上記の評価を踏まえ、当該事務・事業は継続していくが、今後も一層の効果的・
効率的な実施を目指して事業の見直しに努めていく。 
 

備考  



 

 

 

別紙 

 

合計１法人 

 ・公益法人１法人 

 

法人名 指定等の時期 連絡先（ＴＥＬ） 料金等・積算根拠 

公益法人（１法人） 

公益財団法人給水工

事技術振興財団 

 

 

 

平成９年５月 03-5695-2511 人件費(6,143円)＋物件費(1,490円)

＋試験実施費(9,204円) 

＝16,837 円 

≒16,800 円 

 

 

 

 


